
【相談支援専門員として従事予定がある者向け】
令和８年度障がい者相談支援従事者初任者研修実施要領
１　目的

　　相談支援事業に従事する者が、地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術を習得すること及び困難事例に対する支援方法について助言を受けるなど、日常の相談支援業務の検証を行うことにより相談支援に従事する者の資質の向上を図ること。
２　実施主体　
岩手県（ただし、一般社団法人岩手県社会福祉士会に委託して実施する）
３　対象者

障がい者の相談支援事業に従事しようとする者であって、別（1-6ページ）に掲げる実務経験要件を
満たす者のうち、次に掲げるもの。
(１)　過去に相談支援従事者初任者研修を修了していない者（以下「相談支援専門員予定者」という。）で、相談支援専門員として従事予定がある者
※　事例を基にした演習を行うため、実際に個別ケースに関わっており、かつ事例提出のできる実務経験の要件を満たす者(1-6ページ資料参照)を対象とする。
(２)　令和元年度以前に初任者研修を修了した者のうち、令和６年度末までに現任研修を修了していない者で、相談支援専門員として従事予定がある者
４　受講料
22,000円
· 支払方法は受講可否と併せて通知する。
· 受講決定時点で受講料の支払いが発生する。研修の欠席等、受講者の都合による納付のキャンセ
ルや返金は不可のこと。
５　日程等　
　　講義２日間＋演習５日間

※　詳しくは別表(1-3ページ)のとおり。
６　募集定員
50名
　　※　募集定員を超える場合は、実務経験年数や配置される事業所の状況により優先順位をつける、申込み先着順とするなどの調整を行う場合がある。

７　修了証書等の交付

(１)　相談支援専門員予定者が全課程（７日間）を受講した場合に、修了証書を発行する。

(２)  相談支援専門員予定者が全課程（７日間）の受講を申し込んだが演習部分５日間を受講できなかった場合に、発行を希望する者に講義部分（２日間）の受講証明書を発行する。
　　　※　講義部分のみ受講し演習を受講できなかった場合に、講義部分（２日間）の受講証明書を希望する受講者は、申し出ること。
８　個人情報の取扱等について

　受講者の個人情報は、岩手県とその受託先で、当該研修及び研修修了者名簿作成管理の目的で使用す
るほか、研修の修了者について市町村に情報提供するもの
９　受講申込方法

（1） 提出書類
①　受講申込書(本実施要領1-4・1-5ページを両面印刷の上、提出のこと)

②　別紙１　所属法人が証明する「相談支援専門員従事予定証明書」

③　別紙２　地域自立支援協議会による「受講推薦書」

④　返信用封筒（個人ごとに住所とあて名を記載し、110円切手を貼付すること）
（2） 提出方法　
郵送
※　郵送以外での提出は受け付けないもの。

（3） 申込期限　
令和８年５月29日（金）必着
※　申込期限以降に到着した場合や書類不備については、いかなる理由でも受付対象外とする。

（4） 受講可否通知日　
令和８年６月12日（金）
※　６月12日（金）を過ぎても受講可否連絡が届かない場合、下記問合せ先に連絡のこと。

（5） 申込・問合せ先
	一般社団法人岩手県社会福祉士会

住所：〒020-0816　岩手県盛岡市中野二丁目16-1　SETビル3階A号室

電話：019-613-5505

担当：伊藤・遠藤


(６)　その他

ア　受講決定者については、事前課題の提出が必要となる。事前課題については、受講可否と併せて通知する。
イ　研修時間に遅れた者、指定された日時に事前課題や講義レポートの提出がない者、受講態度等に問題があると事務局が判断した者は受講を認めないもの。
ウ　当日発熱（37.5度以上）が確認された方や体調がすぐれない方は、入場を控えること。
エ　本研修の受講対象者は、本県の事業所・施設の従事者及び従事予定者のみとする。
10　県の事業担当課 

岩手県保健福祉部障がい保健福祉課　障がい福祉担当　

ただし、受講申込書の送付先、申込に係るお問合せは岩手県社会福祉士会（９（５））

 別表 　　　　　　令和８年度障がい者相談支援従事者初任者研修　日程（※1）

	
	日時
	研修課程
	会場

	講義
	７月９日（木）
9：30-16：30　
　　・

７月10日（金）
9：30-17：00
	［講義］

○　相談支援（障害児者支援）の目的

○　相談支援の基本的視点

○　相談支援に必要な技術
○　障害者総合支援法及び児童福祉法の理念・現状とサービス提供プロセス及びその他関連する法律等に関する理解
○　障害者総合支援法及び児童福祉法における相談支援（サービス提供）の基本

○　相談支援におけるケアマネジメントの手法とプロセス

○　相談支援における家族支援と地域資源の活用への視点
	ふれあいランド岩手
（盛岡市三本柳８-１−３）


	インターバル実習①(※2)

	演習
	７月27日（月）

9：30-17：00
	［演習］

○　相談支援におけるケアマネジメントに必要な視点と技術（プロセス体験学習）
	ふれあいランド岩手
（盛岡市三本柳８-１−３）


	インターバル実習②(※2)

	演習
	８月７日（金）

9：30-17：00
	［演習］
○　相談支援におけるケアマネジメントに必要
な視点と技術（プロセス体験学習）
	ふれあいランド岩手
（盛岡市三本柳８-１−３）

	インターバル実習③(※2)

	演習
	８月17日（月）

9：30-17：00
	［実践研究］

○　ケア会議演習
	ふれあいランド岩手
（盛岡市三本柳８-１−３）

	
	８月18日（火）

9：30-16：30
	
	ふれあいランド岩手
（盛岡市三本柳８-１−３）

	インターバル実習④(※2)

	演習
	９月10日（木）
9：30-17：00
	［実践研究］

○　スーパービジョンの体験

○　多職種連携・地域づくりの検討
	ふれあいランド岩手
（盛岡市三本柳８-１−３）

	
	計７日間
	42.5時間
	


※　上記研修内容は、予告なく改変する場合があります。
※　演習前後に事前課題等に取り組んでもらいますが、詳しい内容については別途お知らせします。委託先（岩
手県社会福祉士会）や県の事業担当課に問い合わせてもお答えできません。
※　ふれあいランド岩手の駐車場を利用する際には、第２駐車場をご利用願います。


令和８年度障がい者相談支援従事者初任者研修受講申込書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和8年　　月　　日

岩手県社会福祉士会会長　様

　　 ふ  り　が　な

１　受講希望者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

２　生年月日　　　　　　昭和　・　平成　　　　年　　　月　　　日生　（　　　　　歳）　　

３　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５　事業所所在地　　〒　　　―　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　事業所電話番号　　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７　事業所ＦＡＸ番号　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
８　研修対象者の区分及び受講希望期間（①～②の該当するものに○を一つ付ける。）   

	
	①相談支援専門員予定者
	講義及び演習の７日間受講希望

	
	②令和元年度以前に初任者研修を修了した者のうち、令和６年度末までに現任研修を修了していない者　　　　

※初任者研修を再度受講する必要がある。
	講義及び演習の７日間受講希望


９　車いす又は電動車いすの利用　　　　　　　　有　・　無　　　　　　　　　　　　　　    

10　障がいがあるため、何らかの措置を御希望の方は、次の欄に記載すること。（なお、御要望には対応できない場合があることをあらかじめ御了承ください。）。


11　相談支援専門員の実務要件として算定可能な実務経験の年数（年月）

　　　　　年　　　　月（受講年度末時点）　実務経験となる業務を1-5ページに記載すること。
※　実務経験を満たさない場合は研修を受講できないもの。
　　実務経験となる業務は、（1-6ページ）を参照のこと。法律上明記されているサービスのみを対象とする。「その他これらに準ずる」は、原則適用しない。
12　相談支援専門員としての従事予定
令和　　　年　　　月頃　　従事予定事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　
　　※　必ず記載すること。また、別紙１「相談支援専門員従事予定証明書」もしくは別紙２「受講推薦書」は必ず添付すること。添付がない者は受付対象外とする。

13　実務経験となる業務を記載すること。
　　※　実務経験となる業務は、（1-6ページ）を参照のこと。法律上明記されているサービスのみ対象とする。
「その他これらに準ずる」は、原則適用しない。

※　記載する期間は、相談支援専門員の実務経験要件として必要な期間を記載すれば足るもの。
※　「実務経験となる業務」欄には「相談支援」か「直接支援」のどちらかを選んで記載すること。
※　「相談支援」と「直接支援」は行を分けて記載すること。
【実務経験となる業務】

	実務経験となる業務
※「相談」か「直接」を選択。
	法人名
	事業所名
	従事期間
	年月

	(例)相談支援

	(例)(社福)○○会
	(例)相談センター○○
	(例)平成３年４月

～平成８年３月
	(例)５年０月

	(例)直接支援


	(例)(社福)○○会
	(例)障がい者支援施設○○
	(例)平成８年４月

～平成11年３月
	(例)３年０月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
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	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	
	
	
	　　　年　月

～　　　年　月
	　　年　　月

	合　　計
	年　　月



相談支援専門員の要件となる実務経験等

○　実務経験となる業務

第１　平成18年10月１日において現にイ又はロに掲げる者が、平成18年９月30日までの間に、相談支援の業務（身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務）その他これに準ずる業務に従事した期間

　　イ　障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者

　　ロ　精神障害者地域生活支援センターの従業者

第２　イからニに掲げる者が、相談支援の業務（身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務）その他これに準ずる業務に従事した期間

　　イ　障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

　　ロ　児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター、地域定着支援センターその他これらに準ずる施設の従業者

　　ハ　障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者（保健所、市町村役場）
　　二　病院若しくは診療所の従業者（社会福祉主事任用資格者、訪問介護員（ホームヘルパー）２級以上（現：介護職員初任者研修）に相当する研修を修了した者、第７に掲げる資格を有する者、又は第２のイからハに掲げる従事者及び従業者の期間が１年以上の者に該当する者）

第３　イからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用者（※）等が、介護等の業務（身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務）に従事した期間

　　イ　障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その他これらに準ずる施設の従業者

　　ロ　障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者

　　ハ　病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

第４　第３のイからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間

第５　次に掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間

　　　障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者

第６　特別支援学校その他これらに準ずる機関（小学校、中学校の特別支援学級）において、障害のある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間

第７　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

※１　社会福祉主事任用資格者等

　　　社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者、児童指導員任用資格者、保育士

※２　任用資格

　　　特定の資格を取得すれば職業・職位として公称できるというものではなく、該当任用資格を取得後、当該職務に任用・任命されて初めて効力を発揮する資格

　　　例）児童指導員任用資格者…・４年制大学または大学院の、教育学部、心理学部、社会学部、社会福祉学部を卒業

　　　　　　　　　　　　　　　　・幼稚園・小・中・高いずれかの教育免許を取得

　　　　　　　　　　　　　　　　・社会福祉士資格または精神保健福祉士資格を取得　など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらのいずれかを満たした上で、児童福祉法に定められた児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童相談所等で児童の自立促進や生活指導等の援助をしている者
いずれか１つ提出





1-4ページと1-5ページを両面印刷の上、


提出してください。











1-5ページに続く。





提出の前に再度提出書類を確認してください（書類不備は受付対象外）


１．受講申込書　(実施要領1-4・1-5ページを両面印刷の上、提出)


２．別紙１　所属法人が証明する「相談支援専門員従事予定証明書」


３．別紙２　地域自立支援協議会による「受講推薦書」


４．返信用封筒（個人ごとに住所とあて名を記載し、110円切手を貼付すること）


※　別紙１・別紙２は、いずれか一つを提出





相談支援専門員の要件となる実務経験者


第１の期間が通算して３年以上である者


第２、第３、第５及び第６の期間が通算して５年以上である者


第４の期間が通算して10年以上である者


第２から第６までの期間が通算して３年以上かつ第７の期間が通算して５年以上である者


　　※３年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して３年以上であり、かつ当該業務に従事し


た日数が540日以上


　　○３年以上（540日以上）　○５年以上（900日以上）　○10年以上（1800日以上）
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